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1. はじめに 
 

 これまで、介護保険版と総合支援版の日報部分(スケジュール管理)は連携させることが可能でしたが、

担当者給与計算部分では給与計算方式が異なっていた為、それぞれで給与計算をする必要がありました。

この度、介護保険版「Ver7.11.0.0」と総合支援版「Ver4.9.0.0」の給与計算方式を合わせる事によ

り、これまでの日報の連携に加え、担当者給与計算でも介護保険版と総合支援版が連携できるように改

善いたしました。 

 

※時間給の連携を行うには予め日報部分の連携や ID メンテナンスを行っておく必要があります。 

※時間給の単価設定や、日報連携部分の基本的な操作は従来通りです。詳しくは、各マニュアルをご参

照ください。 

時間給計算について：時間給計算操作マニュアル、介護保険差分マニュアル Ver.7.5.0.0、         

総合支援差分マニュアルVer4.8.0.0 

 日報連動、ＩＤメンテナンスについて：総合支援版本マニュアル Ver3.0.0.0 

 

介護保険 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供票/記録票 提供票 

担当者台帳(ID メンテナンス) 

日報 

【連携】 

担当者給与計算 

【連携】 
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2.前準備処理 
時間給を連携させるには、日報部分の連携や ID メンテナンスを行っておく必要がありますが、その他

にも連携させるための前準備処理が必要となります。 

 

 

1. システム設定 P. 4 

 介護保険版と総合支援版を連携させるための初期設定を行います。 

 

2. 手当、控除の設定 P. 13 

 手当てや控除を設定します。(サービスコード管理、サービス内容管理のみ) 

 

3. 担当者ごとの手当て控除一括設定 P. 20 

 担当者ごとの手当てを一括で設定します。(サービスコード管理、サービス内容管理のみ) 

 

4. 基本単価の設定 P. 24 

 基本単価を設定します。(サービスコード管理、サービス内容管理のみ) 

 

5. 担当者の給与単価設定 P. 27 

 担当者ごとの給与単価を設定します。(サービスコード管理、サービス内容管理のみ) 
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2-1. システム設定 

 

時間給連携を行う為にシステム設定にて初期設定を行う必要があります。また、連携を行う為には給

与計算方法や締め日を、同じ設定に合わせる必要があります。給与計算方法は以下の組み合わせで連携

することが可能です。 

 

介護保険 連携 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※標準計算(特殊計算)とサービスコード管理及びサービス内容管理との組み合わせでは連携できませ

ん。 

※明細単位と月単位のように、集計方法が異なれば連携はできません。 

※サービスコード管理は明細単位での計算になりますので、サービス内容管理の明細単位と連携できま

す。 

※連携前と連携後の給与データは別データとなります。また給与計算方法も同様に、それぞれの給与計

算方法で給与データを保持しています。 

  

標準計算 

特殊計算 

サービスコード管理 

サービス内容管理(明細単位) 

サービス内容管理(月単位) 

標準計算 

サービスコード管理 

サービス内容管理(明細単位) 

サービス内容管理(月単位) 
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2-1-1. 介護保険版でのシステム設定 

総合支援版との連携を行う為に、「システム設定」で初期設定を行います。 

 

＜日報設定画面＞ 

  

 

項目名 説明 

総合支援版との連携 総合支援版と日報部分を連携させる場合にチェックをつけます。 

サーバー名 総合支援版の親機の PC 名を選択します。 

データ名 通常は「DATA0001」を選択します。 

時間給の連携 時間給計算を連携させる場合にチェックをつけます。 

時間給計算方法 「1-*標準計算、2-*特殊計算、3-サービスコード管理、4-サービス内

容管理」から選択します。 

集計方法(サービス内容管

理のみ) 

1-月単位 1 月分の合計時間で計算します。 

2-明細単位 1 派遣毎で計算します。 

端数処理(時間) 分単位 「5、10、15、30」から選択します。 

分以上切り上げ 分単位の数値に満たない場合の切り上げる数値

を入力します。 

端数処理(金額) 「0-切り捨て、1-四捨五入、2-切り上げ」から選択します。 

締め日 締め日を入力します。末締めは「0」で入力します。 

※端数処理は介護保険、総合支援のそれぞれで設定できます。 
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＜設定方法＞ 

 

介護保険版でのシステム設定 

 

① 「データファイル(S)」→「基本設定(V)」 

→「システム設定(V)」をクリックします。 

 

 

 

  

 

② 「日報設定」内にある、総合支援版との連携

にチェックをつけ、サーバー名には総合支援

版の親機の名前、データ名にはDATA0001

を選択し、時間給の連携にチェックをつけま

す。 

   

 

  

 

③ 時間給計算書で時間給計算方法、集計方法、

締め日を総合支援版と合わせます。 

  入力を終えましたら登録(F9)をクリックし

ます。 

 

  ※端数処理は介護保険、総合支援のそれぞれ

で設定できます。 

※集計方法は時間給計算方法で 4-サービス

内容管理を選択している場合のみ、1-月単

位か 2-明細単位を選択できます。 
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④ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑤ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

 

 

  

 

①  時間給の連携を使用するには「総合支援版」

との連携にチェックがついており、サーバー

名とデータ名が選択されていることが前提と

なります。 

  

 

② 介護保険版と総合支援版の計算方法、集計方

法、締め日が異なると左図のようなメッセー

ジが表示されますので各システム設定であわ

せて下さい。 

   

  例： 

介護保険版「標準計算」 

  総合支援版「サービス内容管理・月単位」 

注意！ 
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③ ②のメッセージが出た状態でシステム設定を

登録し、担当者給与計算の連携に関するメニ

ューを開くと左図のようなメッセージ表示さ

れます。 

 

  例： 

  ②の状態でメインメニュー「担当者給与計算」

をクリック 

 

  

 

 

④ 介護保険版の親機と総合支援版の親機のパソ

コンが異なり、総合支援版のパソコンの電源

が入っていない状態で介護保険版の介五郎を

立ち上げると連携設定が完了していても左図

のメッセージが表示されます。連携させるた

為には総合支援版の親機の電源を入れて下さ

い。 
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2-1-2. 総合支援版でのシステム設定 

介護保険版との連携を行う為に、「システム設定」で初期設定を行います。 

 

＜日報設定画面＞ 

 

項目名 説明 

介護保険版との連携 介護保険版と日報部分を連携させる場合にチェックをつけます。 

サーバー名 介護保険版の親機の PC 名を選択します。 

データ名 通常は「DATA0001」を選択します。 

時間給の連携 時間給計算を連携させる場合にチェックをつけます。 

時間給計算方法 「1-標準計算、3-サービスコード管理、4-サービス内容管理」から選

択します。 

集計方法(4-サービス内容

管理のみ) 

1-月単位 1 月分の合計時間で計算。 

2-明細単位 1 派遣毎で計算。 

端数処理(時間) 分単位 「5、10、15、30」から選択します。 

 分以上切り上げ 分単位の数値に満たない場合の切り上げる数値

を入力します。 

締め日 締め日を入力します。末締めは「0」で入力します。 

※端数処理は介護保険、総合支援のそれぞれで設定できます。 
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＜設定方法＞ 

 

総合支援版でのシステム設定 

 

① 「データファイル(S)」→「基本設定(V)」 

→「システム設定(V)」をクリックします。 

 

 

 

  

 

②  「日報設定」内にある介護保険版との連携

にチェックをつけ、サーバー名には介護保険

版の親機の名前、データ名にはDATA0001

を選択し、時間給の連携にチェックをつけま

す。 

   

   

  

 

③ 時間給計算書で時間給計算方法、集計方法、

締め日を介護保険版と合わせます。 

  入力を終えましたら登録(F9)をクリックし

ます。 

 

  ※端数処理は介護保険、総合支援のそれぞれ

で設定できます。 

  ※集計方法は時間給計算方法で 4-サービス

内容管理を選択している場合のみ、1-月単

位か 2-明細単位を選択できます。 
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④ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑤ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

 

 

  

 

①  時間給の連携を使用するには「総合支援版」

との連携にチェックがついており、サーバー

名とデータ名が選択されていることが前提と

なります。 

  

 

② 総合支援版と介護保険版の計算方法、集計方

法、締め日が異なると左図のようなメッセー

ジが表示されますので各システム設定であわ

せて下さい。 

   

  例： 

総合支援版「標準計算」 

  介護保険版「サービス内容管理・月単位」 

注意！ 
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③ ②のメッセージが出た状態でシステム設定を

登録し、担当者給与計算の連携に関するメニ

ューを開くと左図のようなメッセージ表示さ

れます。 

 

  例： 

  ②の状態でメインメニュー「担当者給与計算」

をクリック 

  

 

 

④ 総合支援版の親機と介護保険版の親機のパソ

コンが異なり、介護保険版のパソコンの電源

が入っていない状態で総合支援版の介五郎を

立ち上げると連携設定が完了していても左図

のメッセージが表示されます。連携させる為

には介護保険版の親機の電源を入れて下さ

い。 
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2-2. 手当て、控除の設定 

既に時間給計算をお使いになられ手当控除を設定されている場合、その手当控除は使用できず、連携

用の手当控除として新たに設定する必要があります。 

手当控除の設定は給与計算方法を「サービスコード管理」「サービス内容管理」に設定している場合の

み設定可能です。 

 

介護保険 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

登録済み 

手当控除  

登録済み 

手当控除 

 

手当控除 

【連携】 

 
担当者給与単価 

【連携】 
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2-2-1. 手当控除マスタ 

「手当控除マスタ」より、連携用の手当て、控除を設定します。金額や名称の入力方法は従来通りで

す。 

 

＜設定方法＞ 

 

① 「拡張機能(X)」→「担当者給与計算(K)」

→「手当控除マスタ(S)」をクリックします。 

 

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

  

 

② 手当控除マスタ画面が表示されますので、

明細をダブルクリックします。 

  

 

③ 手当控除設定画面が表示されます。 

  各手当や控除額がある場合は必要に応じ

て、「休日手当て」「その他手当」「控除」に

該当の金額を入力します。 

   

  ※計算方法がサービス内容管理の場合は

「短時間手当」も表示されます。 
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④ 入力を終えましたら登録(F9)をクリックし

ます。 

  

 

⑤ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑥ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

  

 

⑦ 入力したものは左図のように表示されま

す。 

新たに適用開始日を設け入力する場合は、

新しい明細をダブルクリックし、②～⑥の

操作を行います。 
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⑧ 入力した手当控除は印刷(F8)で印刷でき、

入力内容を確認することができます。 

  

 

 

  

 

① 年度毎に手当控除を設定する場合等は適用

開始日にその年度の開始日を入力し登録を

行ってください。新たに適用開始日を設け

た手当控除を設定すると、以前使用してい

た適用終了日にはその前月が自動的に入力

されます。入力したものは最新の物が一番

上に並び替えられていきます。 

  

 

 

② 手当控除マスタが連携している物なのかど

うかは、画面上部にある名称で判断できま

す。連携している物は名称の右横に【】で

くくられた、それぞれの計算方法が表示さ

れます。 

 

注意！ 

連携していない 

連携している 
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2-2-2. 連携による 1 日あたりの手当ての計上 

1 日あたりで手当てを計上されている場合、介護保険版と総合支援版の給与を連携させることにより、

同日にそれぞれのサービスが入った場合の計上方法が懸念されます。この事を考慮し、1日あたりの手

当てを設定する箇所に、その選択ができるチェックボックスを設けました。 

 

＜設定方法＞ 

 

① 休日手当の計算方法を「4-金額設定(1 日あ

あり)」にしている場合、「介護保険と総合支

援の日付を別々でカウントする」にチェック

をつけることにより、同日に介護保険と総合

支援のサービスが入っていてもそれぞれで

手当てを計上します。 

   

  

 

② その他手当の「一日あたり」にも同じく「介

護保険と総合支援の日付を別々でカウント

する」のチェックボックスがあります。 

その他手当は休日手当のどの計算方法でも

存在します。 

  

 

③ 休日手当の計上方法を例に上げます。チェッ

クがついている状態ですと介護保険 2 日間、

総合支援 2 日間の、合計 4 日間の手当とし

て計上します。 

介護保険での訪問日 休日Ａ 休日Ｂ 

総合支援での訪問日     休日Ｂ 休日Ｃ 

  

 

④ 同日にそれぞれのサービスが入った場合は、

どちらか片方だけ抽出し、3日間の手当とし

て計算します。 介護保険での訪問日 休日Ａ 休日Ｂ 

総合支援での訪問日     休日Ｂ 休日Ｃ 
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2-2-3.総合支援の休日手当ての計上 

介護保険版と総合支援版の連携に伴い、総合支援版のサービスコード管理に対しての休日手当て計上

方法を介護保険版に合わせました。総合支援はサービスコードが実時間での算出となる為、各時間帯ご

とで手当てを計上させていましたが、介護保険と同様に開始時間での手当てを計上することができます。

従来の計算方法として使用する場合はチェックをつけて下さい。 

 

 

＜設定方法＞ 

 

① 休日手当の計算方法を「1-割合設定」にして

いる場合、「日中～深夜の各金額(時間)ごとに

計算する」というチェックボックスが、設け

られています。チェックをつけている状態が

今までの総合支援版と同様の計算方法です。 

  

 

② 「5-金額設定(１時間あたり)」にも同じく「日

中～深夜の各金額(時間)ごとに計算する」と

いうチェックボックスが、設けられていま

す。チェックをつけている状態が今までの総

合支援版と同様の計算方法です。 

  

 

17：.30        18：00         18：30 

日中 夜間 

日中の手当 夜間の手当 
 

③ 左図のように日中と夜間の時間帯を跨いだ

場合、チェックをつけている状態では、17：

30～18：00 の日中の部分、18：00～18：

30 の夜間の部分でそれぞれの手当を計算し

ます。 
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17：30        18：00         18：30 

日中 夜間 

日中の手当 
 

④ チェックをつけていない場合は、開始時間が

どこに所属しているかを判断します。左図の

場合は開始時間が 17：30 からの日中に属

している為、手当としては日中のみで計算し

ます。 

  

●1 時間あたり日中 100 円、夜間 150 円 

 

 
17：30        18：00         18：30 

日中 30分で 50 円 夜間 30分で 75 円 

 

 

17：30        18：00         18：30 

日中 100円 
 

⑤ 1 時間あたりに休日手当を日中 100 円、夜

間 150円とした場合に、③ではそれぞれ 30

分ごとの手当を計上するので合計 125 円と

なり、④では開始時間の日中での手当を計上

するので 100 円となります。設定により金

額が異なってきますのでご注意下さい。 
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2-3. 担当者ごとの手当控除の一括設定 

 

手当控除マスタで登録している手当控除に対して一括で金額等の変更、登録ができます。 

一括設定を使用すれば、各担当者ごとの担当者給与単価の画面ではなく、1 つの画面で手当て、控除の

金額を変更、登録できます。 

※給与計算方法を「サービスコード管理」、「サービス内容管理」に設定している場合のみ設定可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

手当控除一括設定 

 

Ａ担当 

手当控除 

 

Ｂ担当 

手当控除 

 

Ｃ担当 

手当控除 

反映 
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2-3-1. 担当者手当一括設定 

「担当者単価マスタ」より連携用の担当者給与単価を設定します。金額の入力方法は従来通りです。 

 

＜設定方法＞ 

 

① 「拡張機能(X)」→「担当者給与計算(K)」

→「担当者手当一括設定(S)」をクリックし

ます。 

 

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

  

 

② 担当者手当控除一括設定画面が表示され、

手当控除設定で登録した内容が自動反映し

ています。各担当者により手当金額、控除

金額が異なる場合は直接金額を変更しま

す。 

 

  

 

③ 担当者給与単価(P.28)で既に登録済みのも

のは修正、それ以外では新規という区分で

表示されます。入力、編集を行った後は必

ず登録(F9)をクリックします。 

 

   

  

 

④ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 
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⑤ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

  

 

⑥ 登録が完了すれば状態の部分が修正に変わ

り、各担当者の手当、控除が設定されてい

ることが確認できます。 

   

  ※状態が新規となっている場合、ここに表

示されている手当は担当者給与計算に反映

されません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 入力した手当控除は印刷(F8)で印刷でき、

入力内容を確認することができます。 
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① 削除(F4)をクリックすると全担当者の、編

集、入力した内容が全て削除され、手当控

除マスタに入力している内容が再表示され

状態が新規になります。新規の状態では時

間給計算書に手当が反映されません。 

  手当てや控除額の金額を反映させたくない

箇所がある場合は、該当箇所に「0」を入力

してください。 

  

 

 

② 手当控除一括設定が連携している物なのか

どうかは、画面上部にある名称で判断でき

ます。連携している物は名称の右横に【】

でくくられた、それぞれの計算方法が表示

されます。 

注意！ 

連携している 

連携していない 
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2-4. 基本単価の設定 

 

介護保険と総合支援の給与単価を設定します。既に「サービスコード管理」「サービス内容管理」で

給与計算をお使いの場合は設定している給与単価が設定されています。連携させるために給与計算方法

を変更した場合等は、新たにその給与計算方法での給与単価を設定する必要があります。 

※基本単価マスタは給与計算方法を「サービスコード管理」「サービス内容管理」に設定している場合

のみ設定可能です。 

 

 

 

介護保険 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

登録済み 

基本単価 

 

基本単価 

【連携】 

 
担当者給与単価 

【連携】 

 

登録済み 

基本単価 

反映 反映 
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2-4-1. 基本単価マスタ 

「基本単価マスタ」より連携用の基本単価を設定します。介護保険と総合支援の切り替えが可能となっ

ており、金額の入力方法は従来通りです。 

 

＜設定方法＞ 

 

① 「拡張機能(X)」→「担当者給与計算(K)」

→「基本単価マスタ(H)」をクリックします。 

 

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

  

  

② 基本単価マスタ画面が表示されますのでサ

ービスに対する単価を設定します。既に担

当者給与計算をお使いになり、基本単価を

設定されている場合はその基本単価が既に

入力されている状態になります。 

  （左図はサービスコード管理） 

 

※連携させるために時間給計算方法を変更

した場合等は、新たに基本単価を設定す

る必要があります。 

  

 

③ 介護、支援ボタンで画面の切り替えを行う

ことにより、それぞれの基本単価を入力す

ることができます。 

  入力、編集を行った後は必ず登録(F9)をク

リックします。 
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④ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑤ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

 

 

  

 

① 金額等を編集後に登録(F9)を行わず介護、

支援ボタンで切り替えを行うと編集した内

容がクリアされてしまいます。編集後の切

り替え前には必ず登録を行ってください。 

  

 

 

② 基本単価マスタが連携している物なのかど

うかは、画面上部にある名称で判断できま

す。連携している物は名称の右横に【】で

くくられた、それぞれの計算方法が表示さ

れます。 

 

 

注意！ 

連携している 

連携していない 
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2-5. 担当者の給与単価設定 

 

介護保険と総合支援の担当者の給与単価を設定します。既に「サービスコード管理」「サービス内容管

理」で給与計算をお使いの場合は設定している担当者給与単価が設定されていますが手当控除に関して

は新たに設定する必要があります。手当控除設定方法はＰ.14をご参照ください。また、連携させるた

めに給与計算方法を変更した場合等は、新たにその給与計算方法での担当者給与単価を設定する必要が

あります。 

給与計算方法を「サービスコード管理」「サービス内容管理」に設定している場合のみ設定可能です。 

 

 

介護保険 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本単価 

【連携】 

 
担当者給与単価 

【連携】 

取込 

 

手当控除 

【連携】 

反映 
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2-5-1. 担当者給与単価マスタ 

「担当者単価マスタ」より連携用の担当者給与単価を設定します。介護保険と総合支援の切り替えが可

能となっており、基本単価からの取り込みや金額の入力方法は従来通りです。 

 

＜設定方法＞ 

  

① 「拡張機能(X)」→「担当者給与計算(K)」

→「担当者給与単価マスタ(T)」をクリック

します。 

 

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

  

 

② 担当者単価マスタ画面が表示されます。こ

の画面で各担当者の給与単価を設定しま

す。既に担当者給与計算をお使いになり、

担当者給与単価を設定されている場合はそ

の担当者給与単価が既に入力されている状

態になります。 

  

 

③ 介護、支援ボタンで画面の切り替えを行う

ことにより、それぞれの基本単価を入力す

ることができます。 
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④ 手当・控除固定額設定では、手当控除マス

タで登録している項目、金額が読み込まれ

てきます。各担当者により手当金額、控除

金額が異なる場合は直接金額を変更しま

す。 

  入力、編集を行った後は必ず登録(F9)をク

リックします 

  

 

⑤ 登録確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑥ 登録完了のメッセージが表示されれば登録

が完了です。 

  

 

  

 

① 金額等を編集後に登録(F9)を行わず介護、

支援ボタンで切り替えを行うと編集した内

容がクリアされてしまいます。編集後の切

り替え前には必ず登録を行ってください。 

注意！ 
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② 担当者給与単価がまだ未設定である等の場

合、基本単価を設定済みであれば、基本単

価より取得を使用することによりＰ.25 の

基本単価で設定した内容を取込むことがで

きます。 

  

 

③ 手当控除一括設定ではなく担当者給与単価

の部分でも手当・控除固定額設定で項目の

編集、金額の入力を行えます。また、台帳

読込をクリックするとＰ.14の手当控除マ

スタで設定してある項目、金額を読み込む

ことができます。 

  

 

 

④ 担当者単価マスタが連携している物なのか

どうかは、画面上部にある名称で判断でき

ます。連携している物は名称の右横に【】

でくくられた、それぞれの計算方法が表示

されます。 

 

連携している 

連携していない 
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3.担当者給与計算 

従来同様、「標準計算(特殊計算)」では日報に入力しているデータを基に、「サービスコード管理」「サ

ービス内容管理」では日報からの取り込みを行うことによって、給与計算ができるようになっています。 

前頁までで説明した初期設定をしていただくと介護保険と総合支援が組み込まれた給与計算を行うこ

とができます。 

※連携前と連携後の給与データは別データとなります。連携前の給与データを編集、印刷等を行いたい

場合はシステム設定で連携のチェックを外して下さい。また給与計算方法も同様に、それぞれの計算方

法で給与データを保持していますので、同様に給与計算方法を変更して下さい。(システム設定 P.4 参

照) 

 

1. 標準計算/特殊計算 P. 32 

日報で、利用者に担当者を割り振ります。 

 

2. サービスコード管理/サービス内容管理 P. 34 

日報で、利用者に担当者を割り振ったデータを取込みます。 

 

■連携使用前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■連携使用後 

 

介護保険給与明細 

身体介護 2 時間×1600 円 

生活援助 2 時間×1400 円 

合計 6,000 円 

総合支援給与明細 

重度訪問介護 2 時間×1300 円 

家事援助   1 時間×1400 円 

合計 4,000 円 

介護保険・総合支援給与明細 

【連携】 

身体介護 2 時間×1600 円  重度訪問介護 2 時間×1300 円 

生活援助 2 時間×1400 円  家事援助   1 時間×1400 円 

 

合計 10,000 円 



32 

 

3-1. 標準計算/特殊計算 

時間給計算方法を標準計算及び特殊計算に設定している場合は日報に割り振ったデータを基にした給

与計算書を印刷することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1.時間給計算書印刷方法  

日報で利用者に対し担当者を割り振れば帳票印刷処理より連携した時間給計算書を印刷することがで

きます。 

 

＜印刷方法＞ 

 

 

 

① 以下のいずれかの方法で起動できます。 

 

  ・各メインメニューの「帳票印刷処理」を

クリック 

 

  ※同じ計算書が出ますので、介護保険版か

らでも、総合支援版からでも構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「出力資料(S)」→「帳票印刷処理(H)」を

クリックします。 

 

 

日報 

【連携】 

時間給計算書 

【連携】 
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② 「日報」の担当者別時間給計算書にチェッ

クをつけ印刷様式を選択し、画面(F8)でプ

レビュー画面の表示、印刷(F9)で印刷が可

能です。 

 

  ※印刷される様式はＰ.49 を参照してくだ

さい。 

  

 

 

 

  

 

① 活動日報等では条件入力を使用することに

より介護保険、総合支援それぞれの物を印

刷することができますが、時間給計算書で

はそれぞれで出すことはできず、連携され

ている物しか印刷できません。 

  

   

 

  

注意！ 
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3-2. サービスコード管理/サービス内容管理 

時間給計算方法をサービスコード管理及びサービス内容管理に設定している場合は、日報からの取り込

みを行うことによって割り振ったデータを基にした給与計算書の作成、印刷を行うことができます。 

 

介護保険 総合支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

日報 

【連携】 

 

担当者給与計算 

【連携】 

取込 
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3-2-1.担当者給与計算 

日報で利用者に対して担当者を割り振り、そのデータを取り込むことによって担当者給与計算の作成が

できます。連携用となっている為、担当者給与計算画面や取り込み時の画面が従来とは多少異なります

が、取込方法や入力方法は従来通りです。 

 

※介護保険、総合支援のどちらかが給与計算方法を「サービス内容管理」にしている場合、サービス明

細(連携)は「サービス内容管理」のサービス明細で表示されます。 

 

＜サービス明細(連携)画面・サービスコード管理のみの場合＞ 

 

項目名 説明 

担当者 ID 担当者名の右横に、介護保険のみの担当者は「介」、総合支援のみの担当者は「支」、

共通の担当者は「共」と表示されます。 

○全表示 

○介護保険 

○総合支援 

チェックをつけることにより、介護保険/総合支援サービスの表示、介護保険サ

ービスのみの表示、総合支援サービスのみの表示に切り替えます。 

区 介護保険サービスは「介」、総合支援サービスは「支」と表示します。 

種 サービス種類コードを表示しています。 
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＜サービス明細(連携)画面・サービス内容管理を含む場合＞ 

 

項目名 説明 

担当者 ID 担当者名の右横に、介護保険のみの担当者は「介」、総合支援のみの担当者は「支」、

共通の担当者は「共」と表示されます。 

○全表示 

○介護保険 

○総合支援 

チェックをつけることにより、介護保険/総合支援サービスの表示、介護保険サ

ービスのみの表示、総合支援サービスのみの表示に切り替えます。 

区 介護保険サービスは「介」、総合支援サービスは「支」と表示します。 

種 サービス種類コードを表示しています。 
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＜支給控除(連携)画面・明細単位＞ 

 

項目名 説明 

介護/支援(日数、回

数、時間数) 

介護保険、総合支援それぞれの日数、回数、時間数を表示します。 

 

連携(日数、回数、時

間数) 

連携とついている部分は介護保険、総合支援の合計ですが、実日数は実際に入っ

ている日数を表示します。 

支給(派遣別) 介護保険、総合支援での金額を、連携ではその合計額を表示します。 

支給(日別)・支給(月

別)・控除 

介護保険、総合支援のそれぞれは表示せず、連携している合算した金額を表示し

ます。 
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＜支給控除(連携)画面・月単位＞ 

 

項目名 説明 

介護/支援(日数、回

数、時間数) 

介護保険、総合支援それぞれの日数、回数、時間数を表示します。 

 

連携(日数、回数、時

間数) 

連携とついている部分は介護保険、総合支援の合計ですが、実日数は実際に入っ

ている日数を表示します。 

支給(派遣別) 介護保険、総合支援での金額を、連携ではその合計額を表示します。 

支給(日別)・支給(月

別)・控除 

介護保険、総合支援のそれぞれは表示せず、連携している合算した金額を表示し

ます。 

 

※月単位では月のサービス合計時間からの抽出となる為、その詳細がわかるように一覧が表示されます。 
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＜取込方法＞ 

 

 

① 以下のいずれかの方法で起動できます。 

 

  ・各メインメニューの「担当者給与計算」

をクリック 

 

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「拡張機能(X)」→「担当者給与計算(K)」

→「担当者給与計算(J)」をクリック 

   

  ※介護保険版からでも、総合支援版からで

も同じ画面が表示されます。 

  

 

② 担当者給与計算画面が表示されますので、

提供月を指定して、取込(F7)をクリックし

ます。 
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■サービスコード管理での取込画面 

 
■サービス内容管理が含まれる取込画面 

 

③ 日報入力からの取込画面が表示されます。

担当者の名前が表示され、介護保険と総合

支援で割り振りを行っているサービス数が

表示されます。給与計算を行う該当の担当

者にチェックをつけ、取込開始をクリック

します。 

   

 

   

 

 

 

④ 取込時間(介)と時間帯振分(介)は介護保険

サービスのみ、選択した内容で取込まれま

す。 

※総合支援のサービスは複合型サービスが

無く、介護保険のようにサービスが開始

時間で決まらず、実時間での算定になる

為選択する項目は設けていません。 

  

 

④ 取込確認のメッセージが表示されますので

はい(Y)を選択します。 

  

 

⑤ 取込完了のメッセージが表示されれば取り

込みが完了です。 
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⑥ 単価設定、手当控除設定の内容と、日報(介

護保険/総合支援)で入力したデータを基

に、介護保険と総合支援が統一されて給与

計算がされています。 

 

  ※サービスコード管理とサービス内容管理

では表示内容が異なります。左図はサー

ビスコード管理として取込んだもので

す。 

  

 

⑦ 支給控除(連携)をクリックすると、サービス

明細(連携)での集計や、手当てや控除の金額

等が介護保険、総合支援のそれぞれを確認

できます。 

 

  ※月単位と明細単位では表示内容が異なり

ます。左図は明細単位として取込んだも

のです。 
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＜時間給データの編集＞ 

 

 

① 取込んだ明細に編集等を加える場合や、新

規に明細を作成する場合は、該当明細をダ

ブルクリックすると時間給明細入力画面が

表示されます。 

   

   

 

  

 

② 表示している明細内容が介護保険か総合支

援なのかは、介護と支援のボタンで見分け

ることができます。また、利用者名の右横

に介護保険の利用者は「介」、総合支援の利

用者は「支」と表示されますので、そこで

も見分けることができます。 

  

 

 

③ 新規の明細を入力する場合、担当者給与計

算を開いているシステムが介護保険であれ

ば介護、総合支援であれば支援が初期値と

して表示されます 

  介護と支援のボタンを切り替えることによ

りそれぞれのサービスを入力することがで

きます。 
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＜時間給データの参照＞ 

 

 

① 参照(F5)機能を使用することで、担当者給

与計算の登録状況を把握できます。 

  

 

② 参照(F5)をクリックすると左図のような画

面が表示され、現在の登録状況を把握でき

ます。 

   

  ○：データが存在する 

  ×：データが存在しない 

  －：その担当者は給与計算を使用しない 

   

  ※担当者台帳に登録しているが名前が出て

こない場合は、日報にも給与にもデータ

が存在しないことになります。 
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① 取込んだ明細に編集等を加える場合、介護と

支援のボタンを切り替えると、その明細の内

容の日付以外が消えてしまいますので注意

下さい。 

   

  

 

④ サービス明細は既定値では介護保険と総合支

援の両方が表示されます。各それぞれだけを

確認等されたい場合は、左図の枠内部分のチ

ェックで切り替えることができます。 

  

 

 

 

 

 

⑤ 連携日数は介護保険と総合支援のそれぞれの

合計日数、実日数は実際の日数が表示されま

す。Ｐ.17 にて、1 日あたりの手当を介護保

険と総合支援を別々でカウントする場合は連

携日数を、そうでない場合は実日数の値を参

照しています。 

  

 

 

④ 担当者給与計算が連携している物なのかどう

かは、サービス明細や支給控除の(連携）の有

無で判断できます。また画面右上に連携とも

表示され計算単価が介護と支援の両方が表示

されます。 

注意！ 
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4.給与明細書印刷 

給与明細書の印刷方法は従来通りです。時間給計算書は介護保険、総合支援のぞれぞれで出す物と連携

として出す物のレイアウトが変わります。また、サービスコード管理やサービス内容管理により、出せ

る帳票が変わりますのでその一部を掲載します。ご確認ください。 

※下記の印刷方法は担当者給与計算からの印刷方法になりますので、標準計算及び特殊計算では帳票印

刷処理から印刷してください。(P.33参照) 

 

項目 選択項目 説明 

給与明細書 1-控えセット 給与明細書が印刷できます。全ての計算方法で印刷

できます。 

2-時間給計算表付 給与明細書と時間給計算表がセットになっていま

す。介護保険と総合支援がサービス内容管理(月)の場

合に印刷できます。 

給与計算サービス明細書 1-金額表示 全ての計算方法で印刷できます。 

2-金額時間表示 サービス内容ごとの時間が記載されるサービス明細

書が印刷できます。サービスコード管理が含まれな

い場合のみ印刷できます。 

担当者給与一覧表  全ての計算方法で印刷できます。 

担当者給与明細一覧表  全ての計算方法で印刷できます。 

 

※サービス内容管理(月)以外は控えセットしか印刷できない為、給与明細書の選択項目は表示されませ

ん。 

※サービスコード管理はサービス内容ごとの時間表記がない為、介護保険と総合支援のどちらかでもサ

ービスコード管理であれば給与計算サービス明細の選択項目は表示されません。 
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＜印刷方法＞ 

 

① 担当者給与計算画面で印刷(F8)をクリック

します。 

 

  

 

② 印刷確認メッセージが表示されますので 

はい(Y)をクリックします。 

  

 

③ 左図のように印刷条件指定画面が表示され

ますので、印刷したい物にチェックをつけ

決定をクリックします。 

  

 

④ 条件指定した帳票のプレビュー画面が表示

されます。 

  

 

⑤ 印刷ボタンをクリックするとダイアログが

表示されます。    をクリックするとプ

レビュー画面の表示サイズが変更します。 

      をクリックするとページをめくり

ます。     は全体のページに対して表

示されているページを表示しています。(全
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2 ページ中 1ページの意味) 

  

 

⑥ 印刷ダイアログでＯＫボタンを押すと印刷

が行えます。この画面ではページ指定、部

数指定などが行えます。 

 

・プロパティボタンではプリンタドライバ

のプロパティが表示されます。 

 

  

 

 

 

  

 

※上記はプロパティウインドウの例です 

両面印刷や集約などの機能はプリンタドライバで

機能提供されている場合にのみ使用できます。ご

了承ください。 

ご利用いただいているプリンタのプロパティを確

認して頂き必要な機能があるか確認ください。 

 

※標準のプリンタドライバ以外でプリンタメーカ 

ーが提供しているドライバにて機能提供がある 

場合もありますのでご確認ください。 

 

注意！ 
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＜印刷物＞ 

 

■連携：給与明細書 
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■連携：時間給計算書(介：標準計算/支：標準計算) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■連携：時間給計算書(特殊計算/標準計算) 
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■連携：給与計算サービス明細「金額表示」 

(介：サービスコード管理/支：サービスコード管理) 
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■連携：給与計算サービス明細「金額表示」 

(サービス内容管理「明細単位」を含む) 
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(介：サービス内容管理「月単位」/支：サービス内容管理「月単位」) 
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■連携：給与計算サービス明細「金額時間表示」 

(介：サービス内容管理「明細単位」/支：サービス内容管理「明細単位」) 
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(介：サービス内容管理「月単位」/支：サービス内容管理「月単位」) 
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■連携：給与明細書「時間給計算表付」 

(介：サービス内容管理「月単位」/支：サービス内容管理「月単位」) 
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■連携：担当者給与一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■連携：担当者給与明細一覧表 
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